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[別紙1] 

委 託 禁 止 対 象 者 取 扱 特 記 事 項 

 

（対象者） 

第１条 協定書第３条第３項に規定する委託禁止対象者は、次の項目に該当する団体または個人とす

る。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１項の規定において準用す

る場合を含む。）の規定により彦根市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

エ 彦根市が行う建設工事等の請負または物品の購入もしくは製造の請負の指名競争入札について

指名停止措置を受けている者 

オ 彦根市および彦根市以外において、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定管理

者の指定の取り消しを受けたことがある者 

カ 会社更生法、民事再生法等の規定により更生または再生の手続をしている者 

      キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団または同条第

６号に規定する暴力団員 

ク 暴力団、暴力団員、暴力団員の親族（事実上の婚姻関係にある者を含む。）もしくは暴力団員と

密接な関係を有する者が、役員や職員であり、または出資もしくは融資を行うなど、これらの

者が事業活動に相当程度の影響力を有している団体 

ケ 暴力団、暴力団員または暴力団員の親族（事実上の婚姻関係にある者を含む。）に対して、名目

のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益供与を行っている団体 

コ 政治団体（政治資金規正法第３条第１項に規定する政治団体およびこれに類する団体） 

サ 宗教団体（宗教法人法第２条に規定する宗教団体およびこれに類する団体） 

シ 彦根市における指定管理者の指定において、その公正な手続を妨げる者または公正な価格の成

立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合する者 

ス 国税および地方税を滞納している者 

セ 上記のほか、違法行為など、施設に関する業務を行わせることが、社会通念上著しく不適当と

判断される団体または個人 

（必要な措置） 

第２条 乙は、委託もしくは請負をさせようとする相手方から誓約書や同意書を徴するなど、委託禁

止対象者を排除するために必要な措置を講じるものとする。 
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 [別紙2] 

リスク分担表(駐車場） 

№ 区分 内容 

負担者 

市 
指定管

理者 

1 物価変動 人件費、物件費など物価変動による経費の増  ○ 

2 金利変動 金利の変動による経費の増  ○ 

3 
地域・市民および

利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理や業務内容に対する市民および利用者からの

要望、苦情への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

4 法令の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

5 税制度の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

6 

政治、行政的な理

由による事業変

更 

政治、行政的な理由から、施設の管理運営の継続に支障

が生じた場合、または業務内容の変更を余儀なくされた

場合の経費およびその後の維持管理経費における当該

事情による経費増加分の負担 

○  

7 不可抗力 

不可抗力に伴う施設・設備の修復による経費の増加およ

び施設の管理運営の停廃止 

 

※不可抗力＝暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争

乱、暴動、新型コロナウイルス等感染症の拡大、その他

市や指定管理者の責めに帰すことができない自然的ま

たは人為的な現象 

○  

8 書類の誤り 

管理業務仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるも

の 
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによる

もの 
 ○ 

9 資金調達 

指定管理料の支払遅延（市→指定管理者）によって生じ

たもの 
○  

経費の支払遅延（指定管理者→業者等）によって生じた

もの 
 ○ 
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№ 区分 内容 

負担者 

市 
指定管

理者 

10 
施設や設備の損

傷 

点検（建築士による専門的点検） ○  

点検（日常点検）  ○ 

経年劣化によるもの（小規模なもの） 

（1 件 10 万円未満のものに限る。） 
 ○ 

経年劣化によるもの（上記以外） ○  

第３者行為によるもので相手方が特定できないもの（小

規模なもの 1 件 10 万円未満のものに限る。） 
 ○ 

第３者行為によるもので相手方が特定できないもの 

（上記以外） 
○  

11 
備品や消耗品の

損傷 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第３者行為によるもので相手方が特定できないもの（小

規模なもの） 
 ○ 

第３者行為によるもので相手方が特定できないもの（上

記以外） 
○  

12 第３者への賠償 

指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損害

を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

13 保安 警備の不足による情報漏洩や犯罪の発生  ○ 

14 
指定管理終了時

の費用 

指定管理期間が終了したときまたは期間の途中におい

て業務を停廃止した場合における指定管理者の撤収費

用（原状復帰経費を含む） 

 ○ 

 

※この分担表に定めるもののほか、必要に応じて、市と指定管理者とで協議するものとします。 

※「10 施設や設備の損傷」、「11 備品や消耗品の損傷」について、指定管理者が修繕等を行ったもの

は、指定管理期間終了後市に引き継ぐものとする。 
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[別紙3] 

○彦根市事務処理規程 

(平成 29 年 3 月 27 日訓令第 2 号) 

改正 平成 29 年 3 月 31 日訓令第 7 号 平成 29 年 6 月 23 日訓令第 14 号

平成 29 年 12 月 28 日訓令第 20 号 平成 30 年 1 月 25 日訓令第 1 号 

平成 30 年 6 月 22 日訓令第 6 号 平成 30 年 6 月 29 日訓令第 7 号 

令和元年 7 月 1 日訓令第 1 号 令和 2 年 4 月 24 日訓令第 10 号 

令和 2 年 6 月 19 日訓令第 14 号 令和 2 年 12 月 28 日訓令第 21 号

令和 3 年 2 月 4 日訓令第 2 号 令和 3 年 4 月 1 日訓令第 12 号 

令和 3 年 7 月 1 日訓令第 19 号 令和 3 年 12 月 1 日訓令第 25 号 

令和 4 年 5 月 31 日訓令第 15 号 令和 5 年 4 月 1 日訓令第 7 号 

令和 5 年 5 月 8 日訓令第 12 号 令和 5 年 8 月 9 日訓令第 15 号 

令和 5 年 9 月 1 日訓令第 17 号 令和 6 年 2 月 1 日訓令第 1 号 

令和 6 年 12 月 27 日訓令第 11 号  

彦根市事務処理規程(昭和 36 年彦根市訓令第 16 号)の全部を改正する。 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条－第 5 条) 

第 2 章 公文書の形式(第 6 条－第 8 条) 

第 3 章 事案の処理の方法 

第 1 節 文書の受領、配布および収受(第 9 条－第 16 条) 

第 2 節 事案の処理(第 17 条－第 30 条) 

第 3 節 公文書の浄書および施行(第 31 条－第 39 条) 

第 4 節 公文書の整理、保存および廃棄(第 40 条－第 47 条) 

第 4 章 雑則(第 48 条・第 49 条) 

付則 

 

第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この訓令は、公文書の処理の適正化およびその能率的かつ円滑な処理を図るため、彦根市公

文書管理規則(平成 15 年彦根市規則第 35 号。以下「規則」という。)第 13 条の規定に基づき、文

書管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第 2 条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 公文書 彦根市情報公開条例(平成 14 年彦根市条例第 56 号)第 2 条第 2 項に規定する公文書

をいう。 

(2) 文書 公文書のうち、文書、図画、写真およびフィルムをいう。 

(3) 電磁的記録 公文書のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。 

(4) 部 彦根市事務分掌条例(昭和 45 年彦根市条例第 1 号)に定める部をいう。 

(5) 課 彦根市事務分掌規則(平成 9年彦根市規則第 38号)に定める課および室その他市長事務部

局の全ての機関をいう。 

(6) 文書管理 公文書を作成し、または取得してから廃棄するまでに行う一連の手続をいう。 
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(7) 文書管理システム 文書管理を行うための情報システムをいう。 

(8) ファイル文書 文書分類表の同一の分類に属する公文書を年度または事案ごとに区分して編

綴した簿冊をいう。 

(事案の処理の基本原則) 

第 3 条 全ての事案の処理は、当該事案が軽微なものである場合を除き、全て公文書によらなければ

ならない。 

2 文書管理は、規則に基づき適切に行わなければならない。 

3 文書管理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。 

4 事案の処理は、課長を中心として当該事案の処理に関係のある者が一体となり、責任を持って、絶

えず迅速に行うことに留意しなければならない。 

5 事案の処理は、この訓令および彦根市事務決裁規程(平成 19 年彦根市訓令第 40 号)の規定によるほ

か、上司等に対し、報告・連絡・相談を密にして行うよう努めなければならない。 

(文書管理責任者) 

第 4 条 規則第 11 条に規定する文書管理責任者は、課長とし、課の適切かつ円滑な文書管理を行うた

め、課の職員に対する文書管理に関する事務の指導および監督を行う。 

(文書取扱主任) 

第 5 条 公文書の取扱いを円滑に行うため、課に文書取扱主任 1 人を置く。 

2 文書取扱主任は、各課の庶務担当係長をもって充てる。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める当該課の者をもって充てる。 

(1) 当該課に庶務担当係長が置かれていない場合 係長と同等の職にある者 

(2) 当該課に庶務担当係長および前号の者が置かれていない場合 課長補佐 

(3) 当該課に庶務担当係長および前 2 号の者が置かれていない場合 課長補佐と同等の職にある

者 

(4) 当該課に庶務担当係長および前 3 号の者が置かれていない場合 当該課長の指名する者 

3 課長は、前項各号に規定する場合は、同項各号に規定する文書取扱主任の職名および氏名を総務課

長に報告しなければならない。 

4 文書取扱主任は、上司の命を受けて課における文書管理に関する事務を処理する。 

第 2 章 公文書の形式 

(公文書の種類) 

第 6 条 公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 14 条の規定に基づき制定するものをいう。) 

(2) 規則(地方自治法第 15 条の規定に基づき制定するものをいう。) 

(3) 訓令(職員に対して指揮命令するものをいう。) 

(4) 告示(主として法令の規定に基づき一定の事項を公示するものをいう。) 

(5) 公告(告示以外で一定の事項を公示するものをいう。) 

(6) 指令(申請または願に対して許可、承認等をするものをいう。) 

(7) 達(法令の規定に基づき命令するものをいう。) 

(8) 議案(議会の議決すべき事件につき市長が議会に提出するものをいう。) 

(9) 往復文書(通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、

届等をいう。) 

(10) 辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状その他の公文書 

(公文書の書式) 

第 7 条 公文書の書式は、別表第 1 による。 
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(公文書の番号) 

第 8 条 公文書に付ける番号については、次に定めるところによらなければならない。 

(1) 条例または規則には、条例番号簿(別記様式第 1 号)または規則番号簿(別記様式第 1 号に準ず

る。)により公布の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に彦根

市条例または彦根市規則の文字を冠しなければならない。 

(2) 訓令または告示には、訓令番号簿(別記様式第 1 号に準ずる。)または告示番号簿(別記様式第

1 号に準ずる。)により制定の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番

号に彦根市訓令または彦根市告示の文字を冠しなければならない。 

(3) 公告には、番号を付けてはならない。 

(4) 指令または達には、文書管理システム(文書管理システムを使用しない課にあっては、収発文

書件名簿(別記様式第 2 号))により番号を付けなければならない。この場合においては、番号に

彦根市指令または彦根市達の文字および別表第 2 による記号を冠しなければならない。 

(5) 議案には、提出の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に議

案の文字を冠しなければならない。 

(6) 往復文書には、文書管理システム(文書管理システムを使用しない課にあっては、収発文書件

名簿)により番号を付けなければならない。この場合においては、番号に彦の文字および別表第 2

による記号を冠しなければならない。 

2 前項の番号は、同項第 1 号、第 2 号および第 5 号の公文書にあっては毎年 1 月 1 日から始めて 12

月 31 日に終え、同項第 4 号および第 6 号の公文書にあっては毎年 4 月 1 日から始めて翌年 3 月 31

日に終える。 

3 往復文書には、同一年度内において 1 往復に限り同一番号を付けなければならない。 

第 3 章 事案の処理の方法 

第 1 節 文書の受領、配布および収受 

(文書の受領) 

第 9 条 本庁に送達された文書は、総務課において受領し、次に定めるところにより処理しなければ

ならない。ただし、課に直接送達された文書は、当該課が受領することができる。 

(1) 書留、配達証明、内容証明、特別送達、特定記録その他の引受けの記録をする郵便について

は、書留郵便物収受簿(別記様式第 3 号)に必要な事項を記入すること。 

(2) 前号に掲げる文書については、その封筒に収受印(別記様式第 4 号)を押すこと。 

(3) 主管課が特定できない文書は、全て開封し、封筒または文書の余白に収受印を押すこと。 

(4) 主管課および名宛人が明らかに特定できる文書は、封かんされている文書にあっては開封せ

ず、封かんされていない文書にあっては文書の余白に収受印を押すこと。 

(郵便料金が未納等である文書の受領) 

第 10 条 送達された文書の郵便料金が未納または不足である場合においては、総務課長は、必要と認

めるときは、その未納または不足の料金を支払って受領することができる。 

(執務時間外の文書等の受領) 

第 11 条 執務時間外において本庁に送達された文書は、当直員等が受領し、その封筒に受領印を押し

た上で文書受付簿(別記様式第 5 号)に必要な事項を記入しなければならない。 

2 前項の文書のうち、当直員等が急を要する文書または重要な文書であると認める文書は、封かんの

まま主管課に配布し、文書受付簿に主管課の受領印を徴しなければならない。 

3 当直員等が受領した文書(前項の規定により主管課に配布した文書を除く。)は、その勤務時間が終

わった後、直ちに総務課または交替者に引き継がなければならない。 

(文書の配布) 



 - 51 -

第 12 条 総務課は、受領した文書を、総務課の文書連絡箱により各課に配布しなければならない。 

2 2 以上の課に関係のある文書は、総務課長が最も関係が深いと認める課に配布するものとする。 

3 前 2 項の規定により文書の配布を受けた課の文書取扱主任は、親展文書を除き、配布された文書ま

たは課で直接受領した文書がその課の主管に属する文書であることを確認し、当該課の事務に属さ

ない文書がある場合は、主管課が明らかなときは当該主管課に、主管課が明らかでないときは総務

課に回付するものとする。 

(配布された文書の収受) 

第 13 条 文書取扱主任は、市の文書として管理する文書について、次に定めるところにより収受の処

理をしなければならない。 

(1) 文書管理システム(文書管理システムを使用しない課にあっては、収発文書件名簿)に必要事

項を記録すること。ただし、次に掲げる文書は、記録を省略することができる。 

ア 文書管理システムを使用しない課にあっては、収発文書件名簿に代わる簿冊を設けてその処

理経過を明らかにしているもの 

イ その他文書管理システム(文書管理システムを使用しない課にあっては、収発文書件名簿)で

管理する必要がないと認められる軽易な文書 

(2) 前号本文の規定により文書管理システムに必要事項を記録する場合で、当該文書が紙である

ときは、収受印を押印し、番号を記入の上、原則として電子化して登録すること。 

(3) 親展文書を受領した者は、その親展文書が公文書であった場合は、直ちに文書取扱主任に回

付し、前 2 号の処理をすること。 

(4) 前 3 号の処理が終わった文書は、全て課長に提出し、その確認を受け、担当係長に交付しな

ければならない。 

(経由文書の取扱い) 

第 14 条 市を経由して行政庁等へ進達すべき文書は、経由印(別記様式第 6 号)を押し、経由文書件名

簿(別記様式第 7 号)により必要な処理をしなければならない。 

(電磁的記録の受信) 

第 15 条 通信回線を利用して本庁に到達した電磁的記録は、主管課において受信するものとする。 

2 文書取扱主任は、前項の規定により電磁的記録を受信したときは、速やかにその内容を確認するも

のとする。 

3 前 2 条(第 13 条第 2 号を除く。)の規定は、受信した電磁的記録について準用する。 

(本庁以外の庁舎における公文書の受領、配布および収受) 

第 16 条 本庁以外の庁舎に送達された文書の受領、配布および収受については、この節の規定を準用

する。 

第 2 節 事案の処理 

(事案の処理方針の指示) 

第 17 条 課長は、自ら処理をするものを除くほか、重要な事案については担当係長に処理する方針を

指示しなければならない。 

2 事案の性質により直ちに処理することができない公文書は、あらかじめ処理する方針を示した上で、

第 28 条の規定によりこれを上司に供覧するものとする。この場合において、上司は、必要に応じ、

示された方針に関して変更、追加その他の必要な指示を行うものとする。 

第 18 条 削除 

(文書の起案) 

第 19 条 公文書の起案は、文書管理システムに決裁区分その他の必要事項を入力することにより行う

ものとする。 
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2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムを使用しない課は、回議書(別記様式第 8 号)を用いな

ければならない。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係るものを起案する場合は、文書管理システムまた

は回議書を使用しないことができる。 

(1) 第 14 条の規定により経由文書件名簿により処理するもの 

(2) 特に軽易な事案で当該文書の余白に朱書して処理することができるもの 

4 公文書の起案は、常用漢字表(平成 22 年内閣告示第 2 号)、現代仮名遣い(昭和 61 年内閣告示第 1

号)、送り仮名の付け方(昭和 48 年内閣告示第 2 号)等によるものとし、分かりやすく作成しなけれ

ばならない。 

(公文書の記名) 

第 20 条 施行する公文書(福祉事務所長に委任された事務に係るものを除く。)の記名は、市長名をも

ってしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める記名を用

いることができる。 

(1) 各部および課にわたる通達 副市長名 

(2) 部内の各課にわたる通達 部長名 

(3) 都道府県の課長または市内を管轄する官公署に発する軽易な公文書 部長名 

(4) 部長または課長宛ての照会その他に対する回答文書で、その内容が部長または課長限りで処

理できるもの 部長名または課長名 

(5) 法人もしくは団体または個人に発する軽易な公文書 部長名または課長名 

(6) 一般的に軽易な公文書 市役所名 

(7) 個人に発する極めて軽易な公文書 課名 

(担当者の表示) 

第 21 条 発信または発送を要する公文書には、必要に応じて、当該公文書の末尾に当該事案の担当者

の所属、氏名、電話番号等を記載するものとする。 

(回議の順序等) 

第 22 条 起案文書は、係長・課長補佐・課長・次長・部長・副市長・市長の順序により回議を行い、

市長または専決権者の決裁を得なければならない。 

2 次条の規定により他の部課長の合議が必要な事案については、副市長(部内の他の課長の合議が必

要な場合にあっては、次長)に回付する前に、これを経なければならない。 

3 回議および次条の規定による合議は、文書管理システムに入力する方法(文書管理システムを使用

しない課である場合ならびに回議および次条の規定による合議が行われる者のうち文書管理シス

テムを使用しない職員がいる場合にあっては、回議書の所定の欄に認め印を押印する方法)により

行うものとする。この場合において、主管課の回議は、起案者の上司に限るものとする。 

4 文書管理システムによる回議を行う場合において、文書管理システムに入力できない資料等がある

ときは、文書管理システムから作成した所定の台紙を当該資料等に添えて、文書管理システムの回

議と並行して回議するものとする。 

5 回議書による回議を行う場合において、重要、異例の事案または機密に属する事案は、課長が自ら

回議書を携行して決裁を受けなければならない。 

6 回議書による回議を行う場合において、特に急を要する事案は、担当者が自ら回議書を携行して決

裁を受けなければならない。 

(合議) 

第 23 条 他の部課に関係する事案は、当該他の部課長に合議しなければならない。 
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2 合議は、同一部内にあっては主管課長に回付した後に他の関係課長に、その他の場合は主管部課長

に回付した後に他の関係部課長に回付しなければならない。これらの場合において、文書管理シス

テムを使用するときは、合議を同時に回付することができる。 

3 合議は、課長・次長・部長の順序によってしなければならない。ただし、当該合議が回付された課

の課長の前に当該課の文書取扱主任(別に定める場合にあっては、当該課の定められた職員)の審査

を受けなければならない。 

4 合議を受けた部課長は、異議のないときは、直ちに回付しなければならない。 

5 合議を受けた部課長は、合議を受けた事案について異議があるときは、主管部課長に協議し、なお

意見が相違して協議が調わないときは、双方の意見を具し、速やかに上司の決裁を受けなければな

らない。 

6 特に複雑かつ緊急を要する事案で、合議を要する課が多い場合は、関係部課長の参集を求めて協議

し、合議に代えることができる。 

(合議の順序の特例) 

第23条の2 総務部の部次長の回議または合議および契約監理室の室長または室次長の合議が必要な

事案については、総務部の部次長の回議または合議を経た後に契約監理室の室長または室次長にこ

れを回付しなければならない。この場合において、文書管理システムを使用するときは、合議を同

時に回付することができる。 

(回議および合議における留意事項) 

第 24 条 回議および合議(以下この条において「回議等」という。)は、遅滞化を招くことのないよう

必要かつ最小限度の範囲にとどめ、回議等を受けた者は、当該回議等が速やかに完了するよう努め

なければならない。 

2 回議等を受けた部課長は、事案の内容に応じて必要と認めるときは、当該部課内の関係職員に対し、

協議等による意見の調整を行い、または回付後の供覧等による周知を図るものとする。 

(廃案等の場合の処理) 

第 25 条 起案文書が廃案となり、または重要な変更を受けたときは、主管課長は、合議した部課長に

その旨を通知しなければならない。 

(起案文書の審査) 

第 26 条 起案文書は、文書取扱主任その他各課長の指名する者に回付し、次に掲げる事項の審査を受

けなければならない。ただし、親展文書その他審査を必要としないものについては、この限りでな

い。 

(1) 代決および専決が適法に処理されているかどうか。 

(2) 関係部課長に合議されているかどうか。 

(3) 公文書の記名が適当かどうか。 

(4) 字句が適当かどうか。 

(決裁年月日) 

第 27 条 決裁が完了した起案文書については、事案の処理担当者が文書管理システム(文書管理シス

テムを使用しない課にあっては、回議書)に決裁年月日を記録するものとする。 

(公文書の供覧) 

第 28 条 公文書の供覧は、文書管理システム(文書管理システムを使用しない課にあっては、回議書)

に供覧区分その他の必要事項を記録して行わなければならない。 

2 公文書の供覧に当たっては、文書管理システム(文書管理システムを使用しない課にあっては、回

議書)の所定の欄に、供覧後の処理の要否(処理が必要な場合にあっては、その内容を含む。)を記

載しなければならない。 
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(供覧の順序等) 

第 29 条 公文書の供覧は、文書管理システムにより市長・副市長・部長・次長・課長・課長補佐・係

長の順序によってしなければならない。 

2 前項に規定する順序によって公文書の供覧をした場合において、当該文書が他の部課に関係すると

きは、これを当該他の部課長に供覧しなければならない。この場合における供覧は、当該他の部課

ごとに部長・次長・課長の順序によって行うものとする。 

3 前項の場合において、文書管理システムを使用するときは、供覧を同時に回付することができる。 

4 第 1 項および第 2 項に規定する順序によって公文書の供覧をしたときは、必要に応じ、これを課内

の職員に供覧するものとする。この場合における供覧は、課内の係ごとに上席の職員から順に行う

ものとする。 

5 公文書の供覧は、文書管理システムに入力する方法(文書管理システムを使用しない課である場合

および供覧が行われる者のうち文書管理システムを使用しない職員がいる場合にあっては、回議書

の所定の欄に認め印を押印する方法)により行うものとする。 

6 第 22 条第 4 項の規定は、公文書の供覧について準用する。 

(供覧完了年月日の記入等) 

第 30 条 供覧の完了した公文書は、事案の処理担当者が文書管理システム(文書管理システムを使用

しない課にあっては、回議書)に供覧完了年月日を記録するものとする。 

2 主管課の課長は、当該公文書が供覧後の処理が必要なものであるときは、速やかに当該処理を行う

よう必要な指示をしなければならない。 

第 3 節 公文書の浄書および施行 

(公文書の浄書および校合) 

第 31 条 決裁を受けた公文書で発信または発送を要するものは、事案の処理担当者が浄書するものと

する。 

2 前項の規定により浄書された公文書は、事案の処理担当者において、当該公文書に係る起案文書と

速やかに校合するものとする。 

(公文書の施行) 

第 32 条 決裁が完了した起案文書は、特に指定があるものを除くほか、速やかに施行し、文書管理シ

ステム(文書管理システムを使用しない課にあっては、回議書)に施行年月日を記録しなければなら

ない。 

(押印) 

第 33 条 施行する公文書には、彦根市公印規則(昭和 39 年彦根市規則第 9 号)に定めるところによる

公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる公文書は、公印の押印を省略することができる。 

(1) 市の機関内部の文書で軽易なもの 

(2) 招待状、案内状、あいさつ状等の書簡で軽易なもの 

(3) 通知、照会等のうち印刷した文書で軽易なもの 

(4) 総務課長が適当と認めるもの 

(文書の発送) 

第 34 条 郵便による発送を要する文書(滋賀県庁に発送する文書および総務課の文書連絡箱により各

課その他の機関に発送する場合を除く。次項において同じ。)は、宛名と主管課を明記して、主管

課において郵便局に持ち込む場合を除くほか、発送文書送付書(別記様式第 9 号)に記入の上、総務

課に回付しなければならない。 

2 前項の場合において、郵便による発送を要する文書を料金後納の方法により差し出すときは、料金

後納郵便物差出票(別記様式第 10 号)に必要な事項を記入しなければならない。 
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(執務時間外の文書の発送) 

第 35 条 執務時間外における文書の発送は、原則として行わない。ただし、やむを得ないときは、あ

らかじめ総務課に連絡の上、発送の手続をとっておかなければならない。 

(議案の提出) 

第 36 条 議案は、決裁を経た後、指定した日までに当該議案の電磁的記録を企画課に送付しなければ

ならない。 

2 企画課は、前項の電磁的記録の送付を受けたときは、議案を取りまとめ、議会に提出する手続をと

らなければならない。 

3 前項の場合においては、事案の処理担当者は、議案番号を文書管理システムの所定の欄に記録しな

ければならない。 

(公告式の手続) 

第 37 条 公布または公表の手続を行う条例、規則、訓令および告示は、決裁を経た後、これらの公布

または公表の年月日および番号を総務課に確認の上、文書管理システム(文書管理システムを使用

しない課にあっては、回議書)に記録しなければならない。 

2 条例および規則の公布の手続は総務課が行い、訓令、告示および公告の公表の手続は主管課が行う

ものとする。 

(彦根市公報への登載) 

第 38 条 彦根市公報(以下「市公報」という。)に登載する事項(市公報に登載された事項に誤りがあ

った場合における当該誤りの訂正を含む。)は、前条の手続を経た後、当該事項の電磁的記録を総

務課に送付しなければならない。 

2 総務課は、前項の電磁的記録の送付を受けたときは、速やかに市公報の登載の手続をとらなければ

ならない。 

(図書等の送付) 

第 39 条 図書、冊子その他の印刷物を発行したときは、原則として、主管課長は、総務課長にその 1

冊を送付しなければならない。 

2 総務課は、前項の規定により図書、冊子その他の印刷物の送付を受けたときは、保存台帳に登載し、

常に整理し、閲覧に供するものとする。 

第 4 節 公文書の整理、保存および廃棄 

(公文書の完結) 

第 40 条 事案の処理担当者は、公文書の施行が完了したときは、文書管理システムに公文書の完結に

必要な事項を全て記録しなければならない。 

(公文書の整理) 

第 41 条 完結した公文書は、必要なときに直ちに取り出せるように、ファイル文書に綴り、文書分類

表により、常に整理しなければならない。 

2 文書管理システムに記録されていないファイル文書に係る公文書検索目録は、迅速かつ正確に作成

しなければならない。 

(公文書の保存) 

第 42 条 完結した公文書は、主管課において保存しなければならない。 

2 公文書の保存期間は、規則第 7 条の規定および規則別表に定める保存期間に関する基準に従い、主

管課長が定め、ファイル文書ごとに文書管理システムに記録するものとする。 

3 公文書の保存期間の起算日は、ファイル文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。 

4 規則第7条第1項ただし書に規定する特に軽易な文書の保存期間の起算日は、当該公文書を作成し、

または取得した日とする。 



 - 56 -

(書庫へのファイル文書の移管) 

第 43 条 事務室において保管しているファイル文書のうち書庫に移管するファイル文書がある場合

は、文書取扱主任は、文書保存箱に収納し、原則として文書保存票(別記様式第 11 号)を文書保存

箱に貼付しなければならない。 

2 主管課長は、文書保存票等を点検し、保存期間等に不適切なファイル文書があるときは、文書取扱

主任に訂正させなければならない。 

3 書庫において保存するファイル文書は、主管課において常に整理しておかなければならない。 

(公文書の廃棄処分) 

第 44 条 保存期間が満了した公文書については、主管課(文書管理システムに保存している電磁的記

録にあっては、総務課)において廃棄の手続をとらなければならない。 

(公文書の閲覧) 

第 45 条 書庫に保管している文書を閲覧しようとするときは、主管課長の責任において文書の持ち出

しおよび返却を行わなければならない。 

2 閲覧した文書は、汚損し、もしくは抜き取り、または転貸してはならない。 

(庁外持ち出しの制限) 

第 46 条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により主管課長の承認を

得たときは、この限りでない。 

(書庫) 

第 47 条 書庫は、総務課長が管理する。 

2 課長は、書庫の利用の際、総務課長の承認を得なければならない。 

3 書庫は、常に清潔にし、書庫内では喫煙その他の火気を一切使用してはならない。 

4 総務課長は、書庫に保管している公文書につき毎年 1 回以上手入れを行い、防湿、防虫等に努めな

ければならない。 

第 4 章 雑則 

(荷物等の取扱い) 

第 48 条 荷物その他特別の包装をして発送するものは、主管課において包装して総務課に送付しなけ

ればならない。 

(その他) 

第 49 条 この訓令に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 （附則以下省略） 
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 [別紙4] 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する

個人情報をいう。以下同じ）の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、同法の規定に基づき個人情報を適正に取り扱わな

ければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならな

い。この協定が終了し、または解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第３条 乙は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第４条 乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏えい、滅失および損

傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（利用および提供の制限） 

第５条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報

を協定の目的以外の目的に利用し、または甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写または複製の禁止） 

第６条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料

等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾し

た場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８条 乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡され、または乙自らが収集もしく

は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、または引き渡すものと

する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（従事者への周知） 

第９条 乙は、この協定による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、その

業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、または協定の目的以

外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

（実地調査） 

第１０条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの協定による業務の執行に当たり取り扱ってい

る個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第１１条 乙は、この協定に違反する事態が生じ、または生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

（指定の取消し等および損害賠償） 

第１２条 甲は、乙が前各条の規定に違反していると認めたときは、乙に対する指定を取り消し、ま

たは期間を定めて管理運営業務の全部もしくは一部の停止を命じ、および乙に対して損害賠償の請

求をすることができる。 


